
第１章　基本的事項

１　計画策定の趣旨と背景

※　（注釈）の用語の説明については、巻末資料の用語を参照

　わが国の平均寿命は、経済の発展や生活環境の改善、医療の進歩により世界有数の長寿国となる一方、食生活の変化や運

動習慣の減少、急速な高齢化に伴い、がん、心疾患※、脳卒中※、糖尿病、歯周病※などの生活習慣病※が増加しています。ま

た、後遺症や合併症、認知症などに伴う要介護者の増加も深刻な社会問題となっています。

　このような状況のもと、国は、平成12年４月に「壮年期死亡の減少」、「認知症や寝たきりにならない状態で生活できる健康寿

命※の延伸」、「生活の質の向上」を目的に、『21世紀における国民健康づくり運動（健康日本21）』を推進しました。

　平成17年度には中間評価を行い、平成20年度実施の特定健康診査※・特定保健指導※・メタボリックシンドローム※の概念を

導入した一次予防を積極的に推進する健康づくりをすすめ、期間を平成24年度まで２年延伸しました。

　平成24年度末、第一次計画の終了に伴い、平成25年４月、『健康日本21（第二次）』が推進されました。第二次計画では、「健

康寿命の延伸」「健康格差※の縮小」を目標として施策が展開されています。

　一方、母子保健分野については、国において思春期の健康問題や、子どもの虐待といった新たな課題に対応するため、平成

13年３月に21世紀の母子保健の取り組みの方向性と目標や指標を示すと同時に、関係者、関係機関等が一体となって推進す

る国民運動計画として「健やか親子21」を策定しました。

　本町は、平成８年４月に制定した『健幸のまち宣言※』に基づき、「健康にくらし、幸せを感じるまちづくり」を進めてきました。そ

して、社会現状や健康を取り巻く環境、国の取り組みをふまえ、平成18年８月、「健幸のまち高取」をめざして『高取町総合計画』

を策定しました。

　平成９年３月には母子支援を中心とした『高取町母子保健計画』を、平成15年３月には、「子どもたちが幸せだなぁと思えるま

ちづくり」「保護者が安心して子育てができるまちづくり」を目指して『たかとり子育てゆめプラン』を策定し、次世代を担う子どもた

ちが、健やかに生まれ育つことができるまちづくりに取り組んできました。

　このような背景をもとに、『高取町総合計画』の目標実現にむけて、健康と食育の両分野を一体とした『高取町健康増進計画・

食育推進計画』を（以下、「本計画」という）を策定します。
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２　計画の概要

（１）計画の位置づけ

　町民の健康増進を図るための基本事項を示し、推進に必要な方策を明らかにするものです。

　『高取町　健康増進計画・食育推進計画』は、町政の基本指針となる「高取町総合計画」の保健分野の基本計画として位置づ
けます。

　　　　　　整合・連携

（２）高取町健康増進計画・食育推進計画の目標項目に関連する法律及び、各種計画

法律 奈良県の計画 高取町の計画

健康増進法
なら健康長寿基本計画

高取町健康増進計画・食育推進計画

（Ｈ２５～３４）

食育基本法
第２期奈良県食育推進計画

（Ｈ２４～２８）Ｈ２９まで延長予定

がん対策基本法
奈良県がん対策推進計画

（Ｈ２５～２９）

歯科口腔保健の推進に関する法
律

歯と口腔の健康づくり計画

（Ｈ２５～３４）

次世代育成対策推進法

奈良県次世代育成支援後期行動計画 高取町次世代育成支援行動計画

（Ｈ２２～２６） （Ｈ２７～子ども・子育て支援事業計画予定）

老人福祉法 （Ｈ２４～２６） （Ｈ２７～２９年　第６期計画予定）

高齢者の医療の確保に関する法
律

奈良県医療費適正化計画

（Ｈ２５～２９）

介護保険法
高齢者福祉計画及び、介護保険事業支援
計画

高取町第５期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計
画

【国】 健康日本２１（第二次）・第２次食育推進基本計画 

【奈良県】なら健康長寿基本計画・第２期奈良県食育推進基本計

 高取町健康増進計画・食育推進計画 

高取町総合計画 
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